
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 4 0 0

件 名 等 ドローン運航管理システム活用実証事業業務委託

契 履行場所 経済部商工労政課

種 類 業務委託
約

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の公募事業「ロボット・ドローンが活躍する省

エネルギー社会の実現プロジェクト（DRESSプロジェクト）／地域特性・拡張性を考慮した運航管理システムの
内

実証事業」を市が受託したことから、市内事業者と連携しドローンの運航管理システムを活用し、実用的なユー

スケースを想定した災害時のドローンの有効性などについて実証事業を実施する。
概 要

容

南相馬ドローン災害対応システム社会実証コンソーシアム
名 称

相

手 代 表 者 株式会社テラ・ラボ　代表取締役　松浦　孝英

方 南相馬市　原町区萱浜字巣掛場４５－２４５　南相馬市産業創造センターＡ棟工場区画３　株式会社テラ・ラボ
所 在 地

内

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該事業は、NEDOが実施しているDRESSプロジェクトの採択を受けて実施する事業である。

南相馬市では、令和元年度東日本台風の際に、株式会社テラ・ラボを中心とした市内事業者が連携し、ドローン

によるデータ収集等を行い、災害対策本部会議へ報告するなど、災害時のドローン運用の実績を有している。そ
随

の経験を活かし、市内事業者の株式会社テラ・ラボ、株式会社ゆめサポート南相馬、有限会社ワインデング福島

、株式会社eロボティクス、株式会社スペースエンターテインメントラボラトリーに協力を得て、災害時を想定意
したドローン運用の有効性などを検証する実証事業を行うもの。

当該事業の実施にあたっては、応募の際の提案内容に則して実施する必要があるため、上記５事業者において結契
成された「南相馬ドローン災害対応システム社会実証コンソーシアム」と随意契約するものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 4 4 3

件 名 等 原町斎場火葬炉修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

斎場内設備の適正かつ品位が保たれる維持管理を目的として、火葬炉及び付帯設備の補修を行うもの。

３号炉修繕
内

　①主燃炉Ｎ煉瓦補修

　②点検口蓋補修
概 要

４号炉修繕容
　①主燃炉Ｎ煉瓦補修

　②点検口蓋補修

株式会社宮本工業所
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　宮本　芳樹

方 富山県　富山市　奥田新町１２番３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、既存設備の維持補修修繕であり、本設備を設置した当該業者以外では、資材部品の製造や交換修繕

が困難であること、また既存設備との互換性を要することから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号に

より当該業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 4 4 5

件 名 等 リサイクルプラザコンベヤ等修繕業委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

リサイクルプラザにおいてコンベヤ駆動装置インバーター化等の整備修繕を行い、機器の適正な管理を行う。

（１）・コンベヤ駆動装置インバーター化整備修繕
内

　・コンベヤ名：ペットボトル供給、缶受入、カレット選別

（２）コンテナ洗浄ライン整備修繕
概 要

（３）ペットボトルベーラ主押しシリンダ整備修繕容

メタウォーター株式会社　東北営業部
名 称

相

手 代 表 者 部長　伊藤　克美

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町一丁目９番１号仙台トラストタワー
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　上記業者は当該設備製造の栗本鉄工所より全て技術譲与されており、今回の修繕においても適切かつ的確な施

工が見込まれるものである。また市内業者で施工可能な業者はなく上記業者以外は機器の性能維持が困難である

ことから地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約としたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 4 6 7

件 名 等 原町第一下水処理場機械濃縮機インバータ交換業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区錦町三丁目地内

種 類 業務委託
約

原町第一下水処理場機械濃縮機のインバータ３台を交換するもの。

内
交換内訳

　インバータ2.2kW　１台
概 要

　インバータ15kW   ２台容

株式会社安川電機　東北営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　我有　省一

方 宮城県　仙台市太白区　郡山５－７－２３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存設備の製造設置メーカーであり、インバータ交換業務については既存設備との互換性が生じ、

当該業者のみ履行可能であることから随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 4 6 8

件 名 等 原町第一下水処理場汚泥脱水機電気設備交換業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区錦町三丁目地内

種 類 業務委託
約

原町第一下水処理場汚泥脱水機の電気設備を交換する。

内
交換内訳

　差動機インバータ　一式
概 要

　トルクコントローラ　一式容
　シーケンサ　一式

巴工業株式会社　仙台営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　篠田　聡

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町二丁目８番１５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存設備の製造設置メーカーであり、電気設備交換業務については既存設備との互換性が生じ、当

該業者のみ履行可能であることから随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 4 8 6

件 名 等 令和３年度南相馬市地番図現況データ更新業務委託

契 履行場所 南相馬市　総務部　税務課内

種 類 業務委託
約

　本委託は、固定資産の課税客体（土地）を的確かつ効率的に把握し、公平・適正な課税に期するため、課税業

務の基礎資料となる地番図データの更新を行うことを目的とする。
内

【作業範囲】
概 要

　令和３年１月２日から令和４年１月１日までの間に異動となった分（2,000筆を想定）容

株式会社パスコ　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　小島　真紀

方 福島県　福島市　栄町６番６号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、現在運用している固定資産土地評価・地理情報システムの構築業者であり、現況データの更新は

システム構築業者以外行うことができないため、当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030





様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 0 6

件 名 等 鷺内遺跡出土遺物保存処理業務委託

契 履行場所 文化財課

種 類 業務委託
約

　特別支援学校建設に伴う発掘調査において出土した鷺内遺跡出土遺物（編組製品）を適切に保存するため、出

土遺物の保存処理を行う
内

　遺物種類・点数　編組製品（縄文時代）　２１点

　処理方法　高級アルコール法
概 要

容

株式会社吉田生物研究所
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　吉田　秀男

方 京都府　京都市　山科区厨子奥苗代元町３１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は発掘調査による出土遺物でも、特に希少な有機質遺物の保存処理であるため、同様の遺物の処理に実績

がある高級アルコール法において用いることが必要である。ついては当該業務を高級アルコール法で実施できる

業者は特許をもつ１社であるため、随意契約するものとしたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 1 3

件 名 等 浦尻貝塚貝層立体剥ぎ取り作成業務委託

契 履行場所 浦尻貝塚（小高区浦尻字台ノ前地内）

種 類 業務委託
約

浦尻貝塚調査で露出した貝層を用いた立地剥ぎ取りを作成する。

内
平面：①3700×2400mm（約9㎡）②1.0×1.0ｍ（2箇所　2㎡）

断面：2400×1300㎜（約1.6㎡）
概 要

容

株式会社スタジオ三十三
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　井上　喜代志

方 京都府　京都市　伏見区竹田松林町１１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は浦尻貝塚の発掘調査に伴い、史跡公園で展示する貝層を立体的に剥ぎ取るものである。剥ぎ取りはポリ

エステル樹脂を用いて、剥ぎ取り地表面をシリコン型に付着させる立体剥ぎ取りの手法を用いて行うことにより

、上下、左右が反転していない状態で展示が可能である。当該剥ぎ取りは現地性を高めた展示に効果的であり、
随

かつ取り扱いが容易であることから、当該貝層をはぎ取るうえでは最も優れた手法である。ついては当該業務を

実施できる業者は剥ぎ取り手法に特許をもつ上記１社であるため、随意契約するものとしたい。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 1 6

件 名 等 古民家等歴史的建造物利活用検討調査業務委託

契 履行場所 市内旧避難指示区域

種 類 業務委託
約

　小高区をはじめ旧避難指示区域への市外からの移住・定住を促進するにあたり、当該地域の古民家等を調査す

ることによって、地域の魅力の向上に資する古民家や移住・定住、交流の拠点に適した古民家等を発掘するとと
内

もに、利活用の方向性について整理・検討を行う。

概 要
容

株式会社つぎと
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　小田切　俊彦

方 大阪府　大阪市中央区　南本町２丁目６－５　ファースト船場ビル４０３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　公募型プロポーザル方式による業者選定を実施し、最優秀提案者として選定した上記業者と随意契約するもの

。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 1 7

件 名 等 移住・定住希望者向け地域の魅力訴求コンテンツ調査業務委託

契 履行場所 市内旧避難指示区域及び市内旧避難指示区域から周遊が可能な範囲

種 類 業務委託
約

　小高区をはじめ、旧避難指示区域への市外からの移住・定住を促進するにあたり、当該地域の魅力を移住・定

住希望者等に訴求するためのコンテンツを発掘・整理し、モニターツアーの実施を通して、地域の魅力訴求コン
内

テンツを活用した移住・定住、交流施策の方向性の整理・検討を行う。

概 要
容

株式会社Ｈｕｂｅｒ．
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　紀陸　武史

方 神奈川県　鎌倉市　大町一丁目１－１４
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　公募型プロポーザル方式による業者選定を実施し、最優秀提案者として選定した上記業者と随意契約するも

の。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 2 0

件 名 等 南相馬市校務支援システム接続ネットワーク構築業務委託

契 履行場所 小中学校１８校

種 類 業務委託
約

　南相馬市における小中学校において、教職員等が用いる端末より内田洋行社校務支援システムへ接続するため

のネットワークを整備する。既にイントラ拠点となっている学校は南相馬市役所集約SWから、小高区は直接VPN
内

プライオを用いて内田洋行社データセンタへ接続を行う。

概 要
設置機器容
・L2スイッチ　１８個　イントラ接続用機器

・UTPケーブル３ｍ　２０本　既設NW、GIGA NW接続用

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　山貫　昭子

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

小中学校ネットワーク機器（ＧＩＧＡスクール整備）は、上記業者が導入して環境構築を行ったため、校務支援

システムへ接続するためのネットワークを整備できるのは上記事業者のみしか行えないことから、上記事業者と

の随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 2 6

件 名 等 小高区復興拠点施設イルミネーション装飾業務委託

契 履行場所 小高区復興拠点施設

種 類 業務委託
約

「あかりのファンタジーイルミネーションinおだか」開催時の小高交流センターにおけるイルミネーション装飾

業務を委託するもの。
内

　イルミネーション点灯期間：令和３年１１月２０日（土）から令和４年１月１０日（月）

概 要
容

太陽工業株式会社　仙台支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　永吉　孝康

方 宮城県　仙台市宮城野区　蒲生２丁目２番２０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本事業では、音楽に合わせてイルミネーションを点灯・明滅させるプログラムの作成も含まれるが、市が所有

する機材と互換性があり、動作を保証するプログラムを作成可能なソフトウェアを所有し、かつ、イルミネーシ

ョンの設営事業者として、本市における入札参加申請を提出しているのは、上記事業者のみである。
随

　以上の点から、当該事業を確実に遂行できるのは、上記事業者のみであることから、上記事業者と随意契約と

するもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 3 2

件 名 等 クリーン原町センター排煙分析計点検整備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

クリーン原町センター排煙分析計の整備修繕及び点検を実施し、機器の機能回復と適正化を図り、適正な施設管

理運営を行うもの。
内

・４成分分析計（Ｎｏｘ、Ｓｏｘ、酸素、一酸化炭素）　２台

・ＨＣＬ計・ばいじん計　２台
概 要

容

三機化工建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　髙橋　裕樹

方 神奈川県　大和市　中央林間七丁目１０番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は排煙中の成分を焼却時に常時測定する装置で、監視を行うための中央操作装置との連動や調整が不

可欠であり、本施設の設置施工した当該業者以外では施工不能であることから、地方自治法施工令第１６７条の

２第１項第２号により随意契約としたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 5 1

件 名 等 令和３年度新型コロナワクチン接種会場駐車場誘導警備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区桜井町二丁目地内　ほか

種 類 業務委託
約

新型コロナワクチン接種において、会場駐車場の整理及び車両の誘導を行うもの。

内
接種会場３会場延べ５１日間

　南相馬市スポーツセンター　令和３年７月１日から令和３年７月３１日まで
概 要

　小川町体育館　　　　　　　令和３年８月２日から令和３年８月２８日まで容
　鹿島体育館　　　　　　　　令和３年７月１日から令和３年８月１４日まで

株式会社ひばり警備
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　山田　実

方 南相馬市　原町区桜井町一丁目１４２番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナワクチン接種会場において、駐車場の整理及び車両の誘導を行い、被接種者の安全を確

保するものである。

　ワクチン接種を円滑に進めるため緊急的に人員配置を行うものであり、履行確認を行った結果、必要な人数の
随

確保が可能な市内事業者が当該業者のみであったことから、随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部財政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 6 2

件 名 等 南相馬市民文化会館自動ドア修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目地内

種 類 業務委託
約

経年劣化している南相馬市民文化会館の自動ドア（４台）を修繕し、自動ドアの適正な管理運用を図る。

内
・ドア駆動駆動装置、光線スイッチ、補助光電センサー　ほか

概 要
容

株式会社日立ビルシステム　東日本支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　柾谷　隆一

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町三丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は、該当施設の自動ドア製造及び施工業者であり、機械設備のメンテナンスを実施しており、内部構造

等を熟知している当該業者でないと適切な修繕ができないため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 6 4

件 名 等 南相馬市光ケーブル支障移転業務委託（小高区片草地内－南鳩原線）

契 履行場所 南相馬市小高区片草地内

種 類 業務委託
約

相双農林事務所による圃場整備に伴いＮＴＴの電柱の移転が行われる。そこに共架している市の光ファイバケー

ブルについて移架する必要が生じたことにより、支障移転業務を委託するもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　畠山　良平

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ファイバーケーブルの移設については、光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約の規定に基づき、当該業者が実

施することとなっていることから、当該業者と随意契約とするものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 7 1

件 名 等 原町第一下水処理場機械濃縮機排水弁交換業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区錦町三丁目地内

種 類 業務委託
約

Ｎｏ.１機械濃縮機

　洗浄排水弁交換　１台
内

概 要
容

巴工業株式会社　仙台営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　篠田　聡

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町二丁目８番１５号太陽生命仙台ビル
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存設備の製造メーカであり、排水弁交換業務については既存設備との互換性が生じるため、

当該業者のみ履行可能であることから随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 7 3

件 名 等 食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託（CAN-OSP-NAI）

契 履行場所 原町生涯学習センター　外

種 類 業務委託
約

食に対する安全安心の確保を図るため、放射能簡易分析装置１０台を市内各施設に配置し、自家消費野菜等の検

査を行っている。分析装置は放射能測定の正確性を確保するため、年に一回の保守点検を行う必要があり、この
内

業務を委託する。

概 要
容

宝化成機器株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　井上　昭二

方 福島県　郡山市　喜久田町卸一丁目６２番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本市に設置してある分析装置のうち、「CAN-OSP-NAI」１０台については当該事業者が納入者であり、分析装置

の保守点検は当該事業者しか行えないことから、当該事業者と随意契約を締結するものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 7 6

件 名 等 南相馬市民文化会館大ホール舞台照明設備調光操作卓等改修業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目地内

種 類 業務委託
約

調光装置改修　一式

内

概 要
容

丸茂電機株式会社　仙台営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　宮村　健人

方 宮城県　仙台市　青葉区二日町３番１０号グラン・シャリオビル
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　市民文化会館の調光操作卓等は、当該業者の独自設計・施工によるものであり、改修には独自の技術力と調光

操作卓等の構造や動作を熟知していることが必要であることから、他社での履行は困難であるため、当該業者と

随意契約するもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 7 8

件 名 等 食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託（FD-08Cs1000-1-50）

契 履行場所 原町生涯学習センター　外

種 類 業務委託
約

食に対する安全安心の確保を図るため、福島県から貸与された放射能簡易分析装置８台を原町生涯学習センター

等に配置し、自家消費野菜等の検査を行っている。分析装置は放射能測定の正確性を確保するため、年に一回の
内

保守点検を行う必要があり、この業務を委託する。

概 要
容

株式会社東栄科学産業　郡山営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　橋本　富美男

方 福島県　郡山市　富久山町福原字陣場１９４－７
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本市に設置してある分析装置のうち、「FD-08Cs1000-1-50」８台については当該事業者が納入者であり、分析装

置の保守点検は当該事業者しか行えないことから、当該事業者と随意契約を締結するものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 8 8

件 名 等 防災行政無線システムＵＰＳ交換業務委託

契 履行場所 危機管理課

種 類 業務委託
約

市内防災行政無線システムにおける停電時等のバックアップ用電源を確保するためのバッテリー（ＵＰＳ）の交

換作業の業務委託
内

対象装置
概 要

　Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳ ３０００相当　５台容
　Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳ ２４００相当　４台

　Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳ １５００相当　２台

日本電気株式会社　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大内　文彦

方 福島県　福島市　本町５番５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本市防災行政無線システムについては、交換作業や完了試験、不測の事態への対応など設置業者である当該業者

でなければ履行できないことから、当該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 9 7

件 名 等 桜井町マンホールポンプ分解整備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区桜井町地内

種 類 業務委託
約

Ｎｏ.１マンホールポンプオーバーホール　１台

内

概 要
容

クボタ機工株式会社　東北営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　廣田　雅則

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町四丁目６番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存設備の製造メーカであり、部品交換のおいて既存設備との互換性が生じるため、

当該業者のみ履行可能であることから随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 9 9

件 名 等 北泉海浜総合公園内キャンプ場等モデル事業業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区北泉字地蔵堂地内

種 類 業務委託
約

①臨時キャンプ場の参加受付・アンケート徴収等に関する業務

②臨時キャンプ場モデル事業の参加料徴収に関する業務
内

③対象施設の管理・清掃業務（管理棟・シャワー棟・ドックランなど）

④除草業務
概 要

容

株式会社東武
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　中島　照夫

方 南相馬市　原町区本陣前二丁目５１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、南相馬市が策定した実施要項に基づき実施する「北泉海浜総合公園内キャンプ場等モデル事業」の業

務委託であり、主に、臨時キャンプ場の管理と北泉海浜総合公園施設に係る意見等の徴収を目的としている。

単に臨時キャンプ場の管理だけでなく、利用者の意見等の徴収を行う必要があることから、震災前の北泉海浜総
随

合公園内のキャンプ場における管理運営の実績あるとともに、施設消毒等の新型コロナウイルス感染症対策にも

十分な対応が可能である当該業者と随意契約するもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 6 0 6

件 名 等 馬事文化の活用に係る調査業務委託

契 履行場所 経済部観光交流課

種 類 業務委託
約

世界的にも例を見ない伝統行事「相馬野馬追」が「地域の誇り」「復興のシンボル」として根付く一方、高齢化

や震災、原子力災害の影響による人材の流出が課題となっている馬事文化を継承していくため、当該馬事文化や
内

市に立地する馬事施設を活用し、馬事関連の企業誘致や事業構築による雇用創出、人材育成等を行うことで、馬

事文化の継承に必要な人材の確保を図るものです。
概 要

容

デロイトトーマツコンサルティング合同会社
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　佐瀬　真人

方 東京都　千代田区　丸の内３－２－３　丸の内二重橋ビルディング
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、馬事文化を活用した馬事関連産業との連携や企業誘致、官民連携した事業の構築等を通じた馬事関連

人材の確保を目的として、多様な利害関係者へのヒアリング等多岐にわたる調査分析が求められるほか、官民連

携事業の事例調査やその持続可能性分析など、体系的な調査分析能力や類似業務の実績を有する事業者から企画
随

提案書を徴し、その内容を勘案して評価するプロポーザル方式を採用することで効果的な業務の実施を目指すも

のです。意
同業務公募型プロポーザル実施要領に基づき、開催した同業務公募型プロポーザル審査委員会において上記業者

の企画提案が最も優秀であると評価されたことから、同社と随意契約とするものです。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 6 0 8

件 名 等 復興教育プログラム造成事業業務委託

契 履行場所 経済部観光交流課

種 類 業務委託
約

本市で復旧・復興の過程において生み出されてきた特色ある取組みや団体、個人を掘り起こし、誘客の受け皿と

なって頂くべく調整を図ることに加え、国内における教育旅行等の動向や新たな教育需要に関する調査を行い、
内

具体的にテストツアーまでを実施するものです。

概 要
容

株式会社ＪＴＢ　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　濵田　正隆

方 福島県　郡山市　中町１０－１４　和久屋ビル２階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、震災からの復旧・復興の過程で生み出された先進的・特徴的な取り組みや、それに取り組む団体や人

を掘り起こし、学生たちへの教材として提供できる環境を整えることで、他地域からの関心を喚起し、本市の移

住定住の裾野となる関係人口を創出することを目的としており、大規模な調査業務を行い得る体制や教育旅行事
随

業の実績を有する事業者から企画提案書を徴し、その内容を勘案して評価するプロポーザル方式を採用すること

で効果的な業務の実施を目指すものです。意
同業務公募型プロポーザル実施要領に基づき、開催した同業務公募型プロポーザル審査委員会において上記業者

の企画提案が最も優秀であると評価されたことから、同社と随意契約とするものです。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 6 0 9

件 名 等 南相馬市移住促進LINE情報配信システム構築・運用業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

本市への移住に関心のある者に向けて、必要となる情報を効果的かつ効率的に配信し、移住相談を時間を問わず

、実施できるように受入体制を充実させることで、移住者を増加させるためにシステムの構築・運用を行うこと
内

。

概 要
容

株式会社クラブネッツ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　冨安　仁

方 東京都　渋谷区　渋谷３－２８－１３　渋谷新南口ビル１Ｆ
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務においては、移住に関する効果的な情報配信や時間を問わず移住相談を実施できる体制を整えることによ

り、移住者数の増加につなげることを目的としている。そのため、画一的な仕様書に基づく価格の比較ではなく

、各事業者から提出される企画提案書の内容を勘案して評価するプロポーザル方式を採用することで本業務の目
随

的に合致し、効率的かつ有効な業務実施につながるものと考え、より有益な提案した事業者の選定が可能な公募

型プロポーザル方式を実施した。意
　南相馬市移住促進LINE情報配信システム構築・運用業務委託プロポーザル審査委員会において、事業者の企画

提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングについて、総合的に審査した結果、上記事業者が本事業の候補事業契
者に選定されたため、当該事業者と随意契約するものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 6 1 3

件 名 等 南相馬市移住促進動画制作業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

本市では、若い世代や子育て世代をターゲットとして、本市への移住者のリアルな日常（移住して実際に感じた

こと）やいきいきと働いている様子、インタビューを含めながら、本市での働き方と暮らし方の魅力が伝わる動
内

画を制作し、ターゲット層に向けて発信することで、本市への移住促進を図ることを目的とするもの。

概 要
容

株式会社福島中央テレビ　福島支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　小林　典子

方 福島県　福島市　栄町６－６　ユニックスビル８階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務においては、若い世代や子育て世代をターゲットとして、本市への移住者のリアルな日常やいきいきと働

いている様子、インタビューを含めながら、本市での働き方と暮らし方の魅力が伝わる動画を制作し、ターゲッ

ト層に向けて発信することで、本市への移住への移住促進を図ることを目的としている。そのため、画一的な仕
随

様書に基づく価格の比較ではなく、各事業者から提出される企画提案書の内容を勘案して評価するプロポーザル

方式を採用することで本業務の目的に合致し、効率的かつ有効な業務実施につながるものと考え、より有益な提意
案した事業者の選定が可能な公募型プロポーザル方式を実施した。

　南相馬市移住促進動画制作業務委託プロポーザル審査委員会において、事業者の企画提案書及びプレゼンテー契
ション・ヒアリングについて、総合的に審査した結果、上記事業者が本事業の候補事業者に選定されたため、当

約 該事業者と随意契約するものである。

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 6 1 5

件 名 等 南相馬市光ケーブル支障移転業務委託（小高区女場地内）

契 履行場所 南相馬市小高区女場地内

種 類 業務委託
約

　相双農林事務所による圃場整備に伴いＮＴＴの電柱の移転が行われる。そこに共架している市の光ファイバケ

ーブルについて移架する必要が生じたことにより、支障移転業務を委託するもの。
内

・設計経路　0.711km
概 要

・移転対象路線と本数容
　　蛯沢2線　17本

　　中里線　　2本　（計19本）

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　畠山　良平

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ファイバーケーブルの移設については、光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約の規定に基づき、当該業者が実

施することとなっていることから、当該業者と随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030





様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 6 2 8

件 名 等 情報セキュリティ外部監査業務委託

契 履行場所 南相馬市役所

種 類 業務委託
約

南相馬市役所総務課を対象とした「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン（平成３

０年９月２５日総務省改定）」に基づく監査を実施するもの。
内

概 要
容

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　井野　貴章

方 東京都　千代田区　大手町１丁目１番１号大手町パークビルディング
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

情報セキュリティ監査の実施にあたり、経済産業省が策定した「情報セキュリティサービス基準」を基に、IPA

（独立行政法人情報処理推進機構）が策定した「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」に掲載さ

れている事業者が行うことが望ましく、市の入札資格参加届業者の中でリストに掲載されており、且つ対応可能
随

な業者が当該事業者のみであるため、随意契約としたい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 6 3 7

件 名 等 特定個人情報取扱事務安全管理研修業務委託

契 履行場所 南相馬市役所

種 類 業務委託
約

職員への特定個人情報の安全管理に関する知識の向上及び管理体制並びに運用の向上を図るため講師を派遣し研

修会を実施する。
内

（１）研修の対象
概 要

　　　個人番号利用事務を実施している全職員（管理職・職員・会計年度任用職員）※最大３００人容
（２）研修実施期間（予定）

　　　令和３年１１月１５日（月）～令和４年１月３１日（月）の間に実施

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　井野　貴章

方 東京都　千代田区　大手町１丁目１番１号大手町パークビルディング
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

特定個人情報に係る研修については、セキュリティインシデントの内容を含むことから、研修実施者が情報セキ

ュリティマネジメントシステム認証（ISMS認証）を取得している事が望ましい。

市の入札資格参加届出業者の中で対応可能な業者が当該事業者のみであることから、当該事業者との随意契約と
随

したい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 6 6 4

件 名 等 令和３年度広報みなみそうま編集業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　ほか

種 類 業務委託
約

広報みなみそうまの編集業務を委託する。

　① 発行日　　　定刊号　　　　　毎月　１日
内

　　　　　　　　 お知らせ版　　　毎月１５日

　② 発行部数　　１回につき　２６，５００部
概 要

　③ ページ数　　定刊号、お知らせ版を合わせて年間４５６ページとする。容

株式会社まつざき印刷　原町営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　新開　真紀子

方 南相馬市　原町区上町二丁目７０番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

指名型プロポーザル方式による業者選定において、審査委員会による審査の結果、契約候補事業者として選定さ

れた業者と随意契約を締結する。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部秘書課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 6 6 6

件 名 等 原三小小荷物昇降機改修業務委託

契 履行場所 原町第三小学校

種 類 業務委託
約

小荷物昇降機改修業務

原町第三小学校
内

機器更新　一式（巻上機、制御盤、各階操作盤、各階着床スイッチ、ドアロック・スイッチセット、塔内通信ケ

ーブル）
概 要

容

クマリフト株式会社　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　髙坂　満

方 宮城県　仙台市　若林区六丁の目西町１－１８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、市内小中学校の給食用エレベーターの設置業者であり、かつ、当該設備の設計、製造、保守点検

を行っている。

　本改修業務は本体枠、各階扉及びカゴ室、昇降路内レールは既設設備を流用して改修するため、業務を行える
随

のは当該設備の設計、製造、設置を実施した上記業者だけであるため、当該業者との随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


